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情報の共有を通じて、様々な活動の充実や発掘を目指しています。   

みなさんからの積極的な情報提供が、元気なまちを創るもとにな 

るのでみなさんの思いと一緒に情報をお寄せください！ 

きぼらんせでは、毎年研修会や交流会を開

催しています。 

令和６年度は、地元の落語家熊野家三九郎

師匠をお招きし福祉について楽しく学びま

した。また、交流会では井田地区でウォーク

ラリーを開催。天気も良く、みんなでわきあ

いあいあと過ごすことができました。 

紀宝町ボランティア・市民活動センター「きぼらんせ」 
〒５１９－５７０１紀宝町鵜殿 1074－1 紀宝町福祉センター  

電話（３２）０９５７ FAX（３２）０９５８ 

E メール volunteer@kiho-shakyo.or.jp 担当：中家・時松 

掲載内容について  

申し込み・おたずねは 

左記へお問合せくだ

さい。 

令和７年度の事業として、「この先生に講

師に来てほしい！」や、「こんな交流会をし

てみんなで楽しみたい！」などご意見があり

ましたら、きぼらんせまでご連絡ください。

次年度事業の計画の参考にさせていただき

ます。 

講師：熊野家三九郎師匠 講師：蔵本一範氏 

●研修会 ●交流会 

笑いで福祉を学ぼう 

～笑いは心の特効薬～ 

ウォークラリー 

～井田地区～ 

この助成金は、地域に根差した活動をすす

めているボランティアグループが、さらに活

発に活動が継続できるよう支援しています。 

○対象：きぼらんせ登録団体 

○助成金額：上限２万円（総額４０万円） 

リサイクル＆手づくりバザーの売上の一

部を活用し、毎年申請を受け付け、検討会で

審議し、交付を決定しています。 

令和７年度も登録団体長様宛に文書を送

付いたしますので、ぜひご活用ください。 

年々多様化しつつあるボランティア活動

に対して損害賠償保険の加入をお勧めして

います。活動中に転んでけがをして通院した

…、活動場所に向かう道中で、誤って他人に

ケガをさせてしまった…などの際にご活用

いただけます。 

きぼらんせに登録している団体・個人ボラ

ンティアの方には、紀宝町社会福祉協議会よ

り１人２００円の補助があります。 

※後日、登録団体長、個人ボラ宛てに案内文を送

付させていただきますのでご検討下さい。 

mailto:volunteer@kiho-shakyo.or.jp


 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おもにボランティアグループや市民活動団体、NPO/NGO を応援する目的で行

われる助成金の情報です。 助成内容や応募条件、申請書の入手方法などは助成

先によってことなりますので、助成先又は社協へ お問い合わせください。 

申込締切 ※必着 

令和７年２月２８日（金）正午 

対象経費 

福祉活動を目的としたボランティア団体が継続的

な運営を行うために必要な費目（食材費、消耗品費、

印刷製本費、通信運搬費 等） 

※注意事項については HP 参照 

助成対象期間 

令和７年４月１日(火)～令和８年３月３１日(火) 

助成額 １団体１０万円以内（1,000円未満切り捨て） 

応募方法 三重ボラ基金 ホームページ⇩

http://www.gushinkai.com/jyosei/より助成申

請様式に記入し、必要書類とあわせて登録市町社会

福祉協議会へ申込 

問合せ先 〒514‐0003 

三重県津市桜橋２丁目１３１ 

TEL：059-227-9994 

FAX：059-227-6618 

MAIL：vkikin@miewel.or.jp 

 

(１)三重県内の社会福祉協議会が設置するボラ

ンティアセンターに登録している 

(２)福祉の向上を目的とした活動が、計画的・継

続的に行われている 
※地域内の助け合いにかかる活動について、地域の環境整備

（自治会活動）は対象外。個別支援の場合（ボランティア活

動）は対象。 

 

 ２０２５年は、昨年の７月に第２子（息子）が誕生したので、初

めて４人で正月を迎えました。生まれて半年がたち、赤ちゃんがす

くすくと育つ中で、一人っ子の期間が長かった８歳の娘も少しずつ

ですが、お姉ちゃんらしくなってきました。 

子どもたちの成長を見守るためにも一層体調管理に気を付ける一年

にしたいです。 

申込締切 ※必着 

令和７年２月２８日（金）正午 

対象経費 

福祉活動を目的としたボランティア団体の基盤

強化を図るための機材・器具の購入に必要な費

用、また団体の活動場所の整備に必要な費用。 

※対象費目、注意事項については HP参照 

助成対象期間 

令和７年４月１日(火)～令和８年３月３１日(火) 

助成額 １団体２０万円（1,000円未満切り捨て） 

※建物改修を含む場合は１団体３０万円以内 

応募方法 三重ボラ基金 ホームページ⇩

http://www.gushinkai.com/jyosei/より助成

申請様式に記入し、必要書類とあわせて登録市町

社会福祉協議会へ申込 

問合せ先 〒514‐0003 

三重県津市桜橋２丁目１３１ 

TEL：059-227-9994 

FAX：059-227-6618 

MAIL：vkikin@miewel.or.jp 

(１)三重県内の社会福祉協議会が設置するボ

ランティアセンターに登録している 

(２)福祉の向上を目的とした活動が、計画的・

継続的に行われている 

(３)三重ボランティア基金助成事業を過去に

受けてから３年が経過している 
※地域内の助け合いにかかる活動について、地域の環境整

備（自治会活動）は対象外。個別支援の場合（ボランティ

ア活動）は対象。 


